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Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
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デ
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ア
サ
ー
ビ
ス
と
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．
は
じ
め
に

2
．
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Ｕ
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Ｗ
Ｆ
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令
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令
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令
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令
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．
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令
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．
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Ｍ
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令
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．
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．
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
ノ
ン
・
リ
ニ
ア
サ
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．
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令
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．
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．
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Ｅ
Ｕ
の
権
限
の
類
型
化

4
．2
．
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Ｕ
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規
制
権
限
モ
デ
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母
国
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則

Ｅ
Ｕ
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Ｕ
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第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
二
六
）

1
．
は
じ
め
に

Ｅ
Ｕ

（
1
）

に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
規
制

と
し
て
は
、
一
九
八
九
年
の
「
国
境
な
き
テ
レ
ビ
指
令
」

（
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令

（
2
）

）
が
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
視
聴
覚
メ
デ
ィ

ア
サ
ー
ビ
ス
市
場
の
統
合
と
文
化
的
多
様
性
の
保
護
を
目
的
と
す

る
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア

サ
ー
ビ
ス
の
市
場
統
合
は
一
定
程
度
実
現
し
た
が
、
文
化
的
多
様

性
の
保
護
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
か
っ
た
。

視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
を
と
り
ま
く
技
術
の
進
歩
を
受
け

て
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
一
日
、
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
を
全
面
的
に

改
正
す
る
「
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
指
令
」（
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指

令
（
3
）

）
が
採
択
さ
れ
た
。
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
か
ら

視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
域
内
市
場
統
合
及
び
文
化
的
多
様

性
の
保
護
と
い
う
目
的
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
規
制
対
象
を
テ
レ

ビ
放
送
に
加
え
て
オ
ン
デ
マ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス
に
ま
で
拡
大
す
る
も

の
で
あ
る
。
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、
そ
の
建
前
に
お
い
て
、
域
内
に

お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
移
動
と
文
化
的
多
様

性
の
保
護
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
が
、
文
化
的
多

様
性
を
実
効
的
に
保
護
す
る
具
体
的
な
規
定
が
欠
け
る
と
い
う
状

4
．2
．1 

．
域
内
市
場
に
お
け
る
規
制
権
限
の
行
使
の
程
度
に

つ
い
て
の
三
つ
の
モ
デ
ル

4
．2
．2
．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
け
る
母
国
原
則

5
．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
け
る
文
化
的
多
様
性

5
．1
．
文
化
的
多
様
性
の
意
義

5
．2 

．
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
域
内
市
場
が
文
化
的
多
様

性
に
与
え
る
影
響

5
．3
．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
け
る
文
化
的
多
様
性
の
保
護

5
．3
．1 

．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
け
る
実
効
的
な
文
化
的
多
様

性
の
保
護
の
欠
如

5
．3
．2
．
実
効
的
な
文
化
的
多
様
性
の
保
護
措
置
の
必
要
性

6
．
文
化
的
観
点
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
の
規
制
権
限
の
有
無

6
．1
．
文
化
政
策
と
し
て
の
既
存
の
措
置

6
．1
．1
．
完
全
な
調
和
に
向
け
た
過
去
の
試
み

6
．1
．2
．
現
在
の
措
置
│M

E
D
IA

計
画
│

6
．2
．
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
例
法

6
．2
．1 

．
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
領
域
に
お
け
る
判
例

法
の
発
展

6
．2
．2 

．
域
内
市
場
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
の
規
制
権
限
の
限
界

│
九
八
年
タ
バ
コ
広
告
指
令
事
件
│

6
．2
．2
．1
．
事
案
及
び
争
点

6
．2
．2
．2
．
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
断

6
．2
．2
．3
．
考
察

7
．
お
わ
り
に

九
六



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
二
七
）

の
創
設
に
寄
与
す
る
一
方
で
、
文
化
的
多
様
性
保
護
を
実
効
的
に

図
る
具
体
的
な
規
定
に
は
欠
け
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
続
い
て
、

Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
い
か
な
る
規
制
を
す
れ
ば
実
効
的
に
文
化
的
多
様

性
を
保
護
で
き
る
の
か
、
考
え
ら
れ
る
規
制
に
言
及
す
る
。
最
後

に
、
Ｅ
Ｕ
に
そ
の
よ
う
な
規
制
を
す
る
権
限
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、

視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
領
域
で
の
判
例
法
及
び
域
内
市
場
に

お
け
る
Ｅ
Ｕ
の
規
制
権
限
の
限
界
に
つ
い
て
の
判
例
法
を
分
析
し

て
、
今
後
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ

ス
の
規
制
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
。

な
お
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
二
〇
一
〇
年
三
月
一
〇
日
に
、
改
正

さ
れ
な
か
っ
た
部
分
と
併
せ
て
統
合
さ
れ
て
い
る
た
め

（codifi ed version （
5
）

）、
本
稿
で
は
特
に
断
り
の
な
い
限
り
統
合
後

の
規
定
を
用
い
る
。

2 

．
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ

ス
規
制
の
発
展

（
6
）

2
．1
．
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
成
立
以
前

今
日
の
Ｅ
Ｕ
の
制
度
設
計
が
共
同
市
場
の
設
立
を
目
的
と
す
る

ロ
ー
マ
条
約
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
（
庄
司
﹇
二
〇
〇
七

ｂ
﹈
三
頁
）、
Ｅ
Ｕ
は
本
質
的
に
は
経
済
的
共
同
体
で
あ
っ
た
。

況
は
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
の
頃
か
ら
何
ら
改
善
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
文
化
的
多
様
性

の
保
護
を
図
る
よ
り
実
効
的
な
規
制
が
必
要
だ
と
す
る
見
解
が
あ

る
が
、
Ｅ
Ｕ
に
文
化
的
観
点
か
ら
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に

つ
い
て
規
制
す
る
権
限

（
4
）

が
認
め
ら
れ
る
の
か
。
二
〇
〇
九
年
に
発

効
さ
れ
た
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｕ
の
権
限
は
排
他
的
権

限
、
加
盟
国
と
の
共
有
権
限
及
び
補
充
的
行
動
に
類
型
化
さ
れ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
の
境
界
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
と
こ

ろ
、
市
場
を
流
通
す
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
経
済
的
側
面
と
そ
の

内
容
が
文
化
に
関
わ
り
を
持
つ
が
ゆ
え
の
文
化
的
側
面
と
の
双
方

を
併
せ
持
つ
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
規
制
は
、

Ｅ
Ｕ
の
共
有
権
限
と
補
充
的
行
動
の
境
界
に
位
置
す
る
も
の
と
い

え
る
。
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
規
制
を
域
内
市
場
の
問
題
と

捉
え
れ
ば
Ｅ
Ｕ
は
共
有
権
限
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
文
化
の

問
題
と
捉
え
る
と
Ｅ
Ｕ
は
補
充
的
行
動
し
か
と
れ
ず
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ

ル
で
調
和
措
置
を
と
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令

成
立
の
背
景
と
し
て
改
正
前
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
を
検
討
し
た
う
え
で

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
の
内
容
を
確
認
し
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
が
域
内
市
場

九
七
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経
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第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
二
八
）

る
こ
と
に
よ
り
、
テ
レ
ビ
放
送
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
な
提
供
を
保
障

す
る
こ
と
を
核
心
的
な
目
的
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
メ
デ
ィ
ア
の

多
様
性
確
保
、
青
少
年
の
保
護
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
作
品
の
促
進
も
趣

旨
と
さ
れ
た
。

Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
は
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第
四
七
条
二
項
（
Ｅ
Ｕ
機
能
条

約
（
以
下
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
）
第
五
三
条
一
項
）
及
び
第
五
五
条

（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
六
六
条
）
を
根
拠
と
し
て
お
り
、
域
内
放
送
市
場

の
自
由
化
を
開
業
の
自
由
の
文
脈
で
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
物
や
他
の
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
移
動
と
同
様
に
、
相
互
承
認

原
則

（
10
）

を
基
本
と
す
る
母
国
原
則
が
と
ら
れ
た

（
11
）

。
す
な
わ
ち
、
加
盟

国
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
自
由
及
び
開
業
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と

と
さ
れ
（
第
二
条
ａ
号
）、
受
信
の
自
由
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、

再
送
信
に
対
す
る
規
制
が
禁
じ
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
（
母
国
原

則
）。
Ｔ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、
ク
オ
ー
タ
制
（
第
四
条
及
び
第
五
条
）、

広
告
規
制
（
第
一
〇
条
〜
第
二
〇
条
）、
少
数
者
や
公
の
秩
序
の

保
護
（
第
二
二
条
ａ
号
、
ｂ
号
）、
反
論
権
の
保
障
（
第
二
三
条
） 

と
い
う
四
つ
の
領
域
に
つ
い
て
主
に
規
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

な
お
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
通
信
・
放
送
の
規
制
体
系
は
、
主
と
し
て

情
報
の
内
容
で
あ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
領
域
と
伝
送
路
で
あ
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
領
域
に
二
分
で
き
、
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
は
前
者
領
域
を
規
制

一
九
五
七
年
の
ロ
ー
マ
条
約
に
お
い
て
文
化
に
つ
い
て
言
及
が
な

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
が
初
め
て
な
さ
れ
る
に
は
、

一
九
九
三
年
一
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約

（
第
一
二
八
条
二
項
）
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

（
7
）

。

し
か
し
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
登
場
す
る
以
前
か
ら
、
欧

州
司
法
裁
判
所
は
Ｅ
Ｕ
の
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
政
策
に
つ

き
判
例
法
理
を
展
開
さ
せ
て
お
り
、
そ
れ
が
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
を
導

く
一
因
と
な
っ
た

（
8
）

。

一
九
八
二
年
、
欧
州
議
会
は
、
欧
州
メ
デ
ィ
ア
が
市
民
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
へ
の
帰
属
意
識
を
高
め
る
と
し
て
、
パ
ン
欧
州
メ
デ
ィ
ア

の
創
出
を
促
す
決
議
を
採
択
し
た
。
続
く
一
九
八
四
年
、
コ
ミ
ッ

シ
ョ
ン
の
Ｄ
Ｇ
Ⅲ
（
産
業
）
は
「
放
送
番
組
市
場
の
自
由
化
に
関

す
る
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
」
を
公
表
し
た
。
衛
星
放
送
や
ケ
ー
ブ

ル
テ
レ
ビ
の
普
及
を
受
け
て
、
一
九
八
九
年
五
月
に
理
事
会
が
採

択
し
た
国
境
を
越
え
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
に
関
す
る
欧
州
協
約

（
9
）

に
続

き
、
同
年
、
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
産
業
担
当
総
局
Ｄ
Ｇ
Ⅲ
の
主
導
で

Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
が
策
定
さ
れ
た
。

2
．2
．
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令

Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
は
、
Ｅ
Ｕ
域
内
で
最
低
限
の
規
制
の
調
和
を
図

九
八



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
二
九
）

i2010

を
採
択
し
た
。i2010

は
、
Ｅ
Ｕ
の
情
報
化
戦
略
で
あ
り
、

そ
の
重
点
分
野
の
一
つ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
域
内
の
情
報
・
メ
デ
ィ
ア

分
野
で
共
通
の
枠
組
み
を
確
立
す
る
こ
と
を
掲
げ
る
が
（C

O
M

 

（2005

） p.3

）、
そ
の
中
で
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
の
現
代
化
が
求
め
ら

れ
た
（C

O
M

 

（2005

） p.5

）。

ま
た
、
技
術
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
の
定
義

に
は
直
ち
に
お
さ
ま
ら
な
い
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
が
生
じ
、

Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
の
定
義
の
解
釈
を
め
ぐ
る
諸
判
例
が
出
て

（
15
）

、
視
聴

覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
お
け
る
法
制
の
改
正
を
促
し
た

（
市
川
、
二
八
〇
頁
）。

3
．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
の
構
成
と
具
体
的
内
容

3
．1
．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
の
趣
旨
・
構
成

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、
一
般
原
則
、
憎
悪
の
扇
動
、
障
害
者
の
ア

ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
ー
、
管
轄
の
原
則
（P

rinciples of Jurisdiction

）、

主
要
な
イ
ベ
ン
ト
（M

ajor E
vents

）、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
作
品
の
促

進
・
配
信
、
商
業
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
未
成
年
の
保
護
に

つ
い
て
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
各
国
法
制
を
調
整
す
る
指
令
で
あ
る
。
そ

の
趣
旨
は
、
技
術
の
発
展
に
即
し
た
ル
ー
ル
作
り
を
す
る
こ
と

（
前
文
二
）、
新
興
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
平
等
な
競

す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
後
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
領
域
に
つ
い

て
は
、
二
〇
〇
二
年
に
「
電
子
通
信
規
制
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
と
呼
ば

れ
る
統
一
的
な
規
制
枠
組
み
が
あ
る
（
市
川
﹇
二
〇
〇
八
﹈

二
七
五
頁
）。

一
九
九
七
年
、
自
由
化
さ
れ
た
市
場
に
お
い
て
Ｅ
Ｕ
が
視
聴
者

保
護
の
観
点
か
ら
よ
り
適
切
な
規
制
を
行
う
責
任
が
あ
る
と
し
て
、

Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
の
以
下
の
諸
点
に
つ
き
改
正
が
な
さ
れ
た

（
12
）

。
ま

ず
、
知
る
権
利
を
保
護
す
べ
く
（
九
七
年
改
正
指
令
前
文
一
八
）、

社
会
に
と
っ
て
主
と
し
て
重
要
な
イ
ベ
ン
ト

（
13
）

が
有
料
テ
レ
ビ
の
み

に
よ
っ
て
放
送
さ
れ
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
（
改
正
指
令
第
三
条

ａ
項
）。
他
に
は
、
所
轄
（jurisdiction
）
を
明
ら
か
に
す
べ
く

「
母
国
」
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
な
規
定
が
お
か
れ
、
ポ
ル
ノ
や
暴

力
番
組
等
に
関
す
る
未
成
年
保
護
規
定
の
規
定
も
拡
充
さ
れ
た

（
14
）

。

2
．3
．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
成
立
の
背
景

二
〇
〇
〇
年
三
月
、
理
事
会
は
、
今
後
一
〇
年
で
Ｅ
Ｕ
に
お
い

て
雇
用
拡
大
と
社
会
的
連
帯
、
持
続
的
な
経
済
発
展
を
実
現
し
、

世
界
を
先
導
す
る
知
識
社
会
を
構
築
す
る
こ
と
を
戦
略
的
目
標
と

し
て
定
め
た
。（
リ
ス
ボ
ン
戦
略
）。
二
〇
〇
五
年
三
月
に
行
わ
れ

た
リ
ス
ボ
ン
戦
略
の
中
間
見
直
し
を
受
け
て
、
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は

九
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
三
〇
）

め
る
。
最
後
に
第
一
二
章
に
は
最
終
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

3
．2
．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
の
具
体
的
内
容
（
16
）

3
．2
．1
．
母
国
原
則

母
国
原
則
とcom

m
on m

inim
um

 standards

（
二
〇
〇
七
年

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
前
文
七
）
と
い
う
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
の
基
本
原
則
は

域
内
市
場
の
創
設
に
不
可
欠
で
あ
る
か
ら
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
の
核

心
と
し
て
維
持
さ
れ
た
。
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
や
そ
れ
ら
の

展
開
に
必
要
な
ベ
ー
ス
と
し
て
の
法
的
安
定
性
を
メ
デ
ィ
ア
サ
ー

ビ
ス
提
供
者
に
保
障
す
る
た
め
、
こ
の
母
国
原
則
は
全
て
の
視
聴

覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
適
用
さ
れ
る
（
前
文
三
三
）。
そ
し
て
、

母
国
原
則
の
実
効
性
を
図
る
べ
く
、
ど
こ
を
母
国
と
す
る
か
に
つ

き
、
管
轄
は
一
つ
の
加
盟
国
の
み
が
持
つ
こ
と
と
さ
れ
（
前
文

三
四
）、
管
轄
の
基
準
が
よ
り
明
確
化
さ
れ
た
（
第
二
条
四
項
ａ
号
）。

母
国
原
則
の
も
と
、
加
盟
国
は
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に

つ
き
、
加
盟
国
管
轄
下
で
の
受
信
の
自
由
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
と
も
に
、
再
送
信
を
制
限
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
原
則

で
あ
る
（
第
三
条
一
項
）。

一
方
で
、
こ
れ
に
は
例
外
が
設
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
他
の

加
盟
国
か
ら
の
放
送
が
指
令
第
二
七
条
一
項
・
二
項
及
び
、
又
は

争
環
境
（level-playing fi eld

）
を
確
保
す
る
こ
と
（
前
文

一
〇
）、
文
化
的
多
様
性
を
保
護
す
る
こ
と
、
子
供
と
保
護
者
を

守
る
こ
と
、
メ
デ
ィ
ア
の
多
様
性
を
保
護
す
る
こ
と
、
人
種
的
・

宗
教
的
憎
悪
と
戦
う
こ
と
及
び
各
国
の
メ
デ
ィ
ア
法
制
の
独
立
性

を
保
障
す
る
こ
と
に
あ
る
。

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
を
改
正
す
る
も
の
と
し
て

二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
一
日
に
採
択
さ
れ
、
二
〇
一
〇
年
三
月

一
〇
日
に
統
合
化
さ
れ
た
。
統
合
化
さ
れ
た
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、

前
文
及
び
一
二
の
章
か
ら
以
下
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま

ず
、
第
一
章
は
定
義
の
章
で
あ
り
、
拡
大
さ
れ
た
規
制
対
象
を
含

め
て
定
義
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
次
に
、
第
二
章
は
一
般
条
項

を
定
め
、
第
三
章
は
、
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
か
ノ
ン
・
リ
ニ
ア
サ
ー

ビ
ス
か
を
問
わ
ず
、
全
て
の
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
適
用

さ
れ
る
規
定
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
続
く
第
四
章
で
は
、
オ
ン

デ
マ
ン
ド
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
の
み
適
用
さ
れ
る
規
定
が
、
一

方
、
第
五
章
か
ら
第
九
章
で
は
テ
レ
ビ
放
送
に
つ
い
て
の
み
適
用

さ
れ
る
規
定
が
上
乗
せ
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
〇
章
は
加

盟
国
に
お
け
る
規
制
機
関
と
し
て
のcontact com

m
ittee

に
つ

い
て
定
め
、
効
果
的
な
指
令
の
執
行
を
図
る
。
第
一
一
章
は
本
規

制
の
実
施
機
関
で
あ
る
加
盟
国
に
求
め
ら
れ
る
協
力
に
つ
い
て
定

一
〇
〇



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
三
一
）

3
．2
．2
．
規
制
対
象

Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
は
国
境
を
越
え
る
テ
レ
ビ
放
送
に
つ
い
て
基
本

的
な
規
制
を
加
盟
国
間
で
調
和
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、
技
術
発
展
及
び
競
争
の
進
展
に
対
応
し
て
、

新
興
す
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
全
体
に
そ
の
規
制
対
象
を

広
げ
て
い
る
。

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
い
て
、「
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス

（audiovisual m
edia service

）」
と
は
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第
四
九
条

（
18
）

及
び
第
五
〇
条
に
定
義
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
二
〇
〇
二
／

二
一
／
Ｅ
Ｃ
指
令
第
二
条
ａ
号
が
定
め
る
意
味
で
の
電
子
通
信

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
編
集

責
任
の
も
と
、
公
衆
へ
の
情
報
提
供
、
娯
楽
又
は
教
育
の
た
め
に

番
組
の
提
供
を
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
い

う
。
こ
れ
は
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
第
一
条
ｅ
号
で
定
義
さ
れ
る
テ
レ

ビ
放
送
又
は
、
同
条
ｇ
号
で
定
義
さ
れ
る
オ
ン
デ
マ
ン
ド
視
聴
覚

メ
デ
ィ
ア
の
こ
と
を
い
う
。
ま
た
、
視
聴
覚
商
業
的
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
こ
と
も
意
味
す
る
（
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
第
一
条
ａ

号
）。
こ
れ
は
、
媒
介
す
る
メ
デ
ィ
ア
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ

て
も
、
公
衆
の
大
多
数
に
対
し
て
明
確
な
影
響
を
与
え
う
る
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
を
規
制
し
（
前
文
二
二
）、
先
に
述
べ
た
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指

第
六
条
に
違
反
す
る
こ
と
が
明
白
で
、
深
刻
で
、
か
つ
重
大
で
あ

る
場
合
は
、
第
三
条
一
項
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
（
同
条
二
項
ａ

号
（
17
）

）。
ま
た
、
母
国
原
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
加
盟
国
は
指
令
に

適
合
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
よ
り
厳
し
い
内

容
の
規
制
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
四
条
一
項
）
と
さ
れ
て

い
る
（
前
文
四
三
）。

母
国
原
則
の
も
と
で
は
、
Ｅ
Ｕ
域
内
に
開
業
す
る
サ
ー
ビ
ス
提

供
者
は
開
業
先
の
国
の
ル
ー
ル
に
の
み
服
し
て
他
の
加
盟
国
で
規

制
を
受
け
る
こ
と
な
く
自
由
に
広
範
な
分
野
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
（
庄
司
﹇
二
〇
〇
八
﹈
二
五
頁
）、
ど

の
国
が
「
母
国
」
に
な
る
か
と
い
う
管
轄
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に

と
っ
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
二
重
管
轄
や
管
轄
の
欠
缺

を
防
ぐ
べ
く
、
管
轄
基
準
の
明
確
化
が
求
め
ら
れ
、
原
則
と
し
て
、

本
社
所
在
地
で
編
集
上
の
決
定
が
な
さ
れ
る
加
盟
国
に
管
轄
が
認

め
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
い
て
、
衛
星

の
ア
ッ
プ
リ
ン
ク
が
加
盟
国
に
あ
れ
ば
、
そ
の
加
盟
国
に
管
轄
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
が
新
た
に
規
定
さ
れ
た
（
前
文
三
八
、
第
二
条

四
項
ａ
号
）。

一
〇
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
三
二
）

コ
ン
テ
ン
ツ
に
対
す
る
規
制
と
し
て
は
、
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
に

対
し
て
は
従
来
の
テ
レ
ビ
放
送
に
対
す
る
規
制
と
同
レ
ベ
ル
の
強

い
規
制
が
課
さ
れ
る
。
一
方
、
ノ
ン
・
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
対
し

て
は
、
社
会
的
影
響
力
が
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
ほ
ど
大
き
く
な
い
こ

と
を
正
当
事
由
と
し
て
、
最
小
限
の
規
律
の
み
が
課
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
ノ
ン
・
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
を
含
め
全
て
の
視
聴
覚

メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
、
編
集
権
を
有
す
る
サ
ー
ビ
ス
提

供
者
の
情
報
の
開
示
（
第
五
条
）、
人
種
、
性
別
、
宗
教
、
国
籍

等
に
か
か
わ
る
差
別
を
扇
動
す
る
内
容
の
禁
止
（
第
六
条
）、
視

聴
覚
障
が
い
者
の
ア
ク
セ
ス
権
の
保
障
（
第
七
条
）、
未
成
年
者

の
一
般
的
な
保
護
（
第
一
二
条
）、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
作
品
の
促
進

（
第
一
三
条
）
に
つ
い
て
の
規
制
が
課
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
リ

ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
は
、
ク
オ
ー
タ
制
（
第
一
六
条
、
第

一
七
条
）、
放
送
時
間
帯
の
制
限
等
に
つ
い
て
の
未
成
年
者
の
保

護
（
第
二
七
条
）、
反
論
権
の
保
障
（
第
二
八
条
）
と
い
う
規
制

が
加
重
さ
れ
る
。

こ
こ
で
、
ク
オ
ー
タ
制
と
は
、
放
送
時
間
の
一
定
割
合
を
特
定

の
属
性
を
持
つ
番
組
に
あ
て
る
よ
う
義
務
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
作
品
（E

uropean W
ork

）
と
は
主
に
加
盟
国
で
製

作
さ
れ
た
作
品
等
一
定
の
条
件
を
充
た
し
た
も
の
を
い
う
が
（
第

令
の
一
般
原
則
の
一
つ
で
あ
る
技
術
的
中
立
性
を
企
図
す
る
も
の

で
あ
る
。

一
方
、
経
済
性
の
な
い
活
動
や
私
的
な
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
と
い
っ

た
テ
レ
ビ
放
送
と
競
合
し
な
い
も
の
は
、
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
の
枠

外
と
な
る
（
前
文
二
一
）。
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
よ
る
編

集
責
任
の
な
い
私
的
な
通
信
と
み
な
さ
れ
る
一
般
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
も
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
に
は
当
た
ら
な
い
（
前
文

二
二
）。

3
．2
．3 

．
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
ノ
ン
・
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス

（
段
階
的
な
規
制
）

視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
は
、
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
ノ
ン
・

リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
分
類
さ
れ
る
。
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
は
、
通

常
の
テ
レ
ビ
放
送
や
一
部
の
Ｉ
Ｐ
テ
レ
ビ
の
よ
う
に
、
メ
デ
ィ
ア

サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
基
づ
き
同
時

に
提
供
す
る
視
聴
覚
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
（
第
一
条
ｅ
号
）。
ノ

ン
・
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
は
、
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
、

提
供
者
の
提
供
す
る
カ
タ
ロ
グ
か
ら
視
聴
者
が
個
別
に
リ
ク
エ
ス

ト
を
し
、
視
聴
者
が
選
択
す
る
時
に
提
供
す
る
視
聴
覚
サ
ー
ビ
ス

を
い
う
（
第
一
条
ｇ
号
）。

一
〇
二



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
三
三
）

ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
は
、
番
組
と
広
告
の
明
確
な
区
別
（
第

一
九
条
、
第
二
四
条
）、
ア
ル
コ
ー
ル
広
告
（
第
二
二
条
）
及
び

ス
ポ
ッ
ト
広
告
（
第
二
三
条
）
に
つ
き
加
重
的
に
規
制
が
な
さ
れ

て
い
る
。

3
．2
．5
．
国
内
法
化

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
「
指
令

（
20
）

」
の
形
で
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

加
盟
国
で
国
内
法
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
（
第
三
四
条
）、

二
〇
〇
七
年
の
採
択
時
に
は
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
九
日
が
国
内

法
化
の
期
限
と
さ
れ
た
（
二
〇
〇
七
年
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
第
三
条
一

項
（
21
）

）。
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
に
お
い
て
は
、
加
盟
国
に
一
般
的
な
遵
守

義
務
が
課
さ
れ
て
い
た
が
（
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
第
三
条
二
項
）、

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
い
て
は
、
共
同
規
制
及
び
あ
る
い
は
自
主
規

制
と
い
う
体
制
を
採
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
（
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指

令
第
四
条
七
項

（
22
）

）。
4 

．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
け
る
母
国
原
則

4
．1
．
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
規
制
権
限
の
類
型

で
は
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
の
核
心
と
し
て
母
国
原
則
が
と
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
（
前
文
33
）、
Ｅ
Ｕ
法
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を

一
条
一
項
ｎ
号
）、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
で
は
、
加
盟
国
域
内
の
放
送

業
者
が
原
則
と
し
て
放
送
時
間
の
半
分
以
上
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
作
品

に
使
う
よ
う
加
盟
国
が
定
め
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
（
第

一
六
条
）。
ま
た
、
独
立
系
製
作
者
の
作
品
に
少
な
く
と
も
放
送

時
間
の
一
〇
％
以
上
を
使
う
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
一
七
条
）。

も
っ
と
も
、
両
条
項
と
も
「
実
行
可
能
な
限
り
に
お
い
て
（w
here 

practicable

）」
と
い
う
た
だ
し
書
き
が
あ
り
、
法
的
拘
束
力
が

弱
め
ら
れ
て
い
る

（
19
）

。

3
．2
．4
．
広
告
に
対
す
る
規
制
の
緩
和

広
告
に
対
す
る
規
制
の
目
的
は
、
隠
さ
れ
た
商
業
的
メ
ッ
セ
ー

ジ
か
ら
視
聴
者
を
保
護
す
る
こ
と
、
制
作
者
の
独
立
と
放
送
の
完

全
性
を
保
障
す
る
こ
と
及
び
メ
デ
ィ
ア
の
中
立
性
を
保
障
す
る
こ

と
に
あ
る
が
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、
新
た
な
広
告
形
態
が
現
れ
て

い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
て
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
よ
り
も
広
告
規
制
を
緩

和
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
ノ
ン
・
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
も
含
め
た
全
て
の
視

聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
、
不
当
広
告
の
禁
止
（
第
九
条
、

第
一
〇
条
）、
及
び
プ
ロ
ダ
ク
ト
・
プ
レ
ー
ス
メ
ン
ト
の
制
限
・

禁
止
（
第
一
一
条
）
と
の
規
制
が
課
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
リ

一
〇
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
三
四
）

4
．1
．2
．
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
の
権
限
の
類
型
化（24）

二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
日
に
発
効
さ
れ
た
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
お

い
て
、
Ｅ
Ｕ
に
権
限
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
権
限
に
つ
き
三
つ
の

類
型
化
が
行
わ
れ
た

（
25
）

。
そ
れ
は
Ｅ
Ｕ
の
「
排
他
的
権
限
」、「
共
有

権
限
」
及
び
「
支
援
・
調
整
・
補
充
的
行
動
」（
以
下
、「
補
充
的

行
動
」）
で
あ
る

（
26
）

。

第
一
に
、
Ｅ
Ｕ
が
排
他
的
権
限
を
有
す
る
場
合
と
は
、
Ｅ
Ｕ
の

基
本
条
約
が
あ
る
領
域
に
つ
き
Ｅ
Ｕ
に
の
み
権
限
を
与
え
、
Ｅ
Ｕ

か
ら
授
権
が
あ
る
場
合
に
の
み
加
盟
国
が
権
限
を
有
す
る
こ
と
に

な
る
場
合
で
あ
る
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
二
条
一
項
）。
そ
し
て
、
Ｅ
Ｕ

の
排
他
的
権
限
が
認
め
ら
れ
る
領
域
は
、
同
三
条
に
お
い
て
限
定

列
挙
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
関
税
同
盟
（
同
第
三
条
一
項
ａ

号
）、
域
内
市
場
に
必
要
な
競
争
規
則
（
同
ｂ
号
）、
金
融
政
策

（
同
ｃ
号
）、
共
通
漁
業
政
策
（
同
ｄ
号
）、
共
通
通
商
政
策
（
同

ｅ
号
）、
及
び
、
一
定
の
国
際
条
約
の
締
結
（
同
条
二
項
）
の
領

域
で
あ
る
。

第
二
に
、
Ｅ
Ｕ
が
共
有
権
限
を
有
す
る
場
合
と
は
、
Ｅ
Ｕ
の
基

本
条
約
が
あ
る
領
域
に
つ
き
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
国
と
の
共
有
権
限
を
与

え
る
場
合
で
あ
り
、
加
盟
国
は
Ｅ
Ｕ
が
権
限
を
行
使
し
て
い
な
い

限
度
で
権
限
を
有
す
る
（
同
第
二
条
二
項
）。
そ
し
て
、
Ｅ
Ｕ
の

持
つ
の
か
。
そ
の
規
制
の
あ
り
方
の
評
価
に
あ
た
り
、
ま
ず
は

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
規
制
権
限
を
整
理
し
た
い
。

4
．1
．1
．
個
別
授
権
原
則
と
補
完
性
の
原
則

Ｅ
Ｕ
を
構
成
す
る
加
盟
国
は
主
権
国
家
と
し
て
の
性
格
を
失
っ

て
は
い
な
い
。
一
方
、
加
盟
国
は
広
範
な
政
策
分
野
に
お
い
て

Ｅ
Ｕ
の
枠
組
を
通
じ
て
行
動
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
た
め
、

Ｅ
Ｕ
と
加
盟
国
の
間
に
お
け
る
権
限
関
係
の
明
確
化
が
問
題
と
な

る
。
こ
の
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
と
加
盟
国
の
権
限
関
係
を
規
律
す
る
規
定

が
、
Ｅ
Ｕ
条
約
（
以
下
、
Ｔ
Ｅ
Ｕ
）
第
五
条
で
あ
る
。

ま
ず
、
Ｅ
Ｕ
は
、
Ｔ
Ｅ
Ｕ
及
び
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
に
列
挙
さ
れ
た
目
的

を
達
成
す
る
た
め
に
、
両
条
約
に
お
い
て
加
盟
国
か
ら
付
与
さ
れ

た
権
能
の
範
囲
内
で
の
み
行
動
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

（
Ｔ
Ｅ
Ｕ
第
五
条
二
項
）。
こ
れ
が
個
別
授
権
原
則
で
あ
る
。

そ
し
て
、
Ｅ
Ｕ
の
排
他
的
権
限
に
当
た
ら
な
い
分
野

（
23
）

に
お
い

て
、
規
模
又
は
効
果
の
点
で
加
盟
国
の
中
央
政
府
や
地
方
自
治
体

よ
り
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
の
方
が
目
的
を
よ
り
良
く
達
成
で
き
る
場
合
に

の
み
Ｅ
Ｕ
が
行
動
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
（
同
条
三
項
）。
こ
れ

が
、
補
完
性
の
原
則
で
あ
る
。

一
〇
四



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
三
五
）

Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
五
三
条
一
項
及
び
第
六
六
条
を
根
拠
と
し
て
お
り

（
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
前
文
冒
頭
）、
域
内
市
場
に
お
け
る
規
制
に
該
当

す
る
か
ら
、
上
記
第
二
の
Ｅ
Ｕ
が
共
有
権
限
を
有
す
る
場
合
に
あ

た
る
。
一
方
で
、
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
規
制

で
あ
っ
て
も
仮
に
文
化
政
策
を
根
拠
と
し
て
な
さ
れ
る
場
合
は
、

上
記
第
三
の
補
充
的
行
動
に
分
類
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
は
、
Ｅ
Ｕ

は
加
盟
国
の
多
様
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
各
国
・
地
域
の
文
化
が
繁

栄
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
役
目
を
負
う
が
、
各
国
法
令
の
調
和
を

行
う
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

4
．2 

．
Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
に
お
け
る
規
制
権
限
モ
デ
ル
と
母
国
原

則

4
．2
．1 

．
域
内
市
場
に
お
け
る
規
制
権
限
の
行
使
の
程
度
に

つ
い
て
の
三
つ
の
モ
デ
ル（27）

上
記
第
二
の
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
国
と
の
共
有
権
限
が
認
め
ら
れ
る
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
権
限
は
ど
の
よ
う
に
分
配
さ
れ
る
か
。
域
内

市
場
と
は
、「
物
、
人
、
サ
ー
ビ
ス
及
び
資
本
の
自
由
移
動
が
…

確
保
さ
れ
る
、
内
部
に
国
境
の
な
い
地
域
」（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
二
六

条
二
項
）
を
い
う
と
こ
ろ
、
域
内
市
場
に
お
い
て
は
、
規
制
権
限

を
超
国
家
主
体
（
Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
で
い
え
ば
Ｅ
Ｕ
）、
母
国

加
盟
国
と
の
共
有
権
限
が
認
め
ら
れ
る
領
域
は
、
同
四
条
二
項
で

例
示
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
域
内
市
場
（
同
ａ
号
）、

条
約
関
連
の
社
会
政
策
（
同
ｂ
号
）、
経
済
的
・
社
会
的
・
地
域

的
結
束
（
同
ｃ
号
）、
農
業
と
海
洋
生
物
資
源
保
存
を
除
く
漁
業

（
同
ｄ
号
）、
環
境
（
同
ｅ
号
）、
消
費
者
保
護
（
同
ｆ
号
）、
運
輸

（
同
ｇ
号
）、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
横
断
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
同
ｈ
号
）、
エ

ネ
ル
ギ
ー
（
同
ｉ
号
）、
自
由
・
安
全
・
司
法
領
域
（
同
ｊ
号
）、

及
び
、
基
本
条
約
で
定
め
ら
れ
た
公
衆
衛
生
上
の
一
定
の
共
通
関

心
事
項
（
同
ｋ
号
）
で
あ
る
。

Ｅ
Ｕ
が
補
充
的
行
動
を
と
れ
る
場
合
と
は
、
あ
る
領
域
に
つ
き

基
本
条
約
に
定
め
ら
れ
た
一
定
の
場
合
に
、
Ｅ
Ｕ
が
加
盟
国
の
活

動
を
補
充
す
る
行
動
を
と
れ
る
場
合
で
あ
る
（
同
第
二
条
五
項
）。

そ
し
て
、
Ｅ
Ｕ
の
補
充
的
行
動
が
認
め
ら
れ
る
領
域
は
、
同
第
六

条
で
限
定
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
健
康
の
保
護
・
改
善

（
同
ａ
号
）、
産
業
（
同
ｂ
号
）、
文
化
（
同
ｃ
号
）、
観
光
（
同
ｄ

号
）、
教
育
・
職
業
訓
練
・
青
少
年
・
ス
ポ
ー
ツ
（
同
ｅ
号
）、
市

民
保
護
（
同
ｆ
号
）、
及
び
、
行
政
協
力
（
同
ｇ
号
）
で
あ
る
。

視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
域
内
市
場
の
創

設
・
運
営
に
か
か
わ
る
経
済
的
側
面
と
、
そ
の
内
容
が
文
化
に
か

か
わ
る
が
ゆ
え
の
文
化
的
側
面
が
あ
る
が
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は

一
〇
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
三
六
）

盟
国
の
規
制
が
存
続
す
る
と
い
う
意
味
で
の
多
様
性
が
存
在
す
る
、

中
間
的
な
モ
デ
ル
と
い
え
る
。

第
三
に
、
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
規
制
権

限
の
委
譲
が
な
く
、
母
国
と
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
の
双
方
が
規
制

権
限
を
有
す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
母
国
の
産
品
や

サ
ー
ビ
ス
は
、
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
の
規
制
に
従
う
限
り
に
お
い

て
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
で
流
通
で
き
る
が
、
各
国
の
市
場
は
異
な

る
規
制
に
よ
り
分
断
さ
れ
た
ま
ま
と
な
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を

採
用
す
る
と
、
加
盟
各
国
の
多
様
性
は
尊
重
さ
れ
る
反
面
、
共
通

性
は
犠
牲
に
さ
れ
る
。

Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
モ
デ
ル
が
母
国

原
則
を
中
心
に
混
在
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
モ

デ
ル
は
理
念
型
で
あ
り
、
実
際
に
は
、
母
国
原
則
と
ホ
ス
ト
・
ス

テ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
間
で
何
ら
か
の
Ｅ
Ｕ
共
通
の
再
規
制

が
調
和
措
置
と
し
て
採
ら
れ
る
。
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
は
、
よ
り
統
合

促
進
的
な
母
国
原
則
を
基
準
と
す
る
再
規
制
が
行
わ
れ
る
傾
向
が

あ
る
。

4
．2
．2
．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
け
る
母
国
原
則

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
で
は
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
を
踏
襲
し
て
母
国
原
則
が

（H
om

e S
tate

）、
受
入
国
（H

ost S
tate

）
の
い
ず
れ
に
配
分
す

る
か
に
よ
っ
て
、
調
和
（harm

onization

）
ア
プ
ロ
ー
チ
、
母

国
原
則
（the country of origin principle （

28
）

）
及
び
ホ
ス
ト
・

ス
テ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
三
つ
の
モ
デ
ル
が
存
在
す
る
。

そ
し
て
、
域
内
市
場
に
お
い
て
は
共
通
性
と
多
様
性
と
い
う
相
反

す
る
要
請
が
あ
る
と
こ
ろ
、
採
用
す
る
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
い
ず
れ

の
要
請
が
尊
重
さ
れ
る
か
が
異
な
っ
て
く
る
。

第
一
に
、
Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
に
お
け
る
調
和
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

Ｅ
Ｕ
が
規
制
権
限
を
有
す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
採
用
す
る
と
、
加
盟
国
各
国
が
規
制
権
限
を
Ｅ
Ｕ
に
垂
直
的
に

委
譲
す
る
結
果
と
な
る
。
こ
の
と
き
、
域
内
市
場
に
お
け
る
共
通

性
が
確
保
さ
れ
反
面
、
多
様
性
は
犠
牲
に
さ
れ
る
。

第
二
に
、
母
国
原
則
は
、
産
品
の
輸
出
国
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

国
た
る
母
国
が
規
制
権
限
を
有
す
る
と
い
う
モ
デ
ル
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
母
国
の
規
制
に
基
づ
い
て
適
法
に
流
通
し
て
い
る
物
や

サ
ー
ビ
ス
は
、
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
（
産
品
の
輸
入
国
や
サ
ー
ビ

ス
の
受
入
国
）
で
新
た
に
規
制
を
受
け
る
こ
と
な
く
自
由
に
取
引

さ
れ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
帰
結
と
し
て
、
ホ
ス
ト
・
ス

テ
ー
ト
の
規
制
権
限
は
水
平
的
に
母
国
に
委
譲
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
自
由
貿
易
と
い
う
意
味
で
の
共
通
性
と
、
母
国
と
し
て
の
加

一
〇
六



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
三
七
）

創
設
・
運
営
の
要
請
と
文
化
的
多
様
性
保
護
の
要
請
の
双
方
を
目

的
に
掲
げ
て
い
る
と
こ
ろ
、
文
化
的
多
様
性
の
保
護
は
い
か
に
図

ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
文
化
的
多
様
性
」
の
語
の
用
い
ら

れ
方
が
一
様
で
な
い
こ
と
か
ら
、
ま
ず
は
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に

す
る
。

域
内
市
場
に
お
け
る
共
通
性
と
多
様
性
と
が
相
反
す
る
要
請
で

あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
域
内
市
場
の
創
設
・
運
営
と
文
化
的
多

様
性
の
保
護
と
は
本
質
的
に
相
反
す
る
要
請
に
あ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
一
方
、
文
化
的
多
様
性
の
語
は
Ｅ
Ｕ
の
文
化
的
競
争
力

を
対
外
的
に
高
め
る
と
い
う
機
能
を
有
す
る
よ
う
な
、
む
し
ろ
経

済
と
適
合
的
な
概
念
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ

う
な
文
化
的
多
様
性
の
保
護
は
形
式
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と

か
ら
、
実
質
的
に
文
化
的
多
様
性
を
保
護
す
べ
く
、
本
稿
で
用
い

る
文
化
的
多
様
性
は
、
域
内
市
場
の
創
設
・
運
営
と
本
質
的
に
相

反
す
る
概
念
に
限
定
し
た
い
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
ユ
ネ
ス

コ
の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
に
お
け
る
「
文
化
的
団
体
や
社
会
が
表
現

を
み
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
多
様
な
有
様
」（
第
四
条
一
項
）
と

い
う
定
義
と
も
適
合
的
で
あ
る
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、
域
内
市
場
の
創
設
・
運
営
と
相
反
す
る
要

請
と
し
て
、「
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
」
と
い
う
用
語
も
同
じ
よ
う

採
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
受
入
国
が
よ
り
厳
し
い
規
制
を
課
す

場
合
は
ま
ず
二
国
間
で
合
意
を
得
る
よ
う
協
議
す
る
こ
と
が
望
ま

れ
て
お
り
、
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
は
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
指

令
に
基
づ
い
た
手
続
を
と
る
。
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、
テ
レ
ビ
放
送

の
域
内
市
場
統
合
を
目
的
と
し
た
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
か
ら
対
象
を
拡

大
し
て
、
よ
り
広
い
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
域
内
市
場
統

合
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
目
標
の
核
心
と
す
る
（N
ew

m
an, 

p.159

）
と
こ
ろ
、
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
か
ら
踏
襲
し
て
母
国
原
則
が

採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
か
か
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
適

切
な
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

実
際
、
母
国
原
則
を
採
用
し
た
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
が
テ
レ
ビ
放
送

の
自
由
移
動
を
促
進
す
る
こ
と
で
Ｅ
Ｕ
の
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー

ビ
ス
産
業
は
大
い
に
発
展
し
て
い
る
こ
と
（C

O
M

 
﹇2006

﹈ 49, 
fi nal

）
も
、
母
国
原
則
を
維
持
す
る
こ
と
が
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア

サ
ー
ビ
ス
域
内
市
場
の
創
設
・
運
営
に
寄
与
す
る
こ
と
が
裏
付
け

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

5
．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
け
る
文
化
的
多
様
性

5
．1
．
文
化
的
多
様
性
の
意
義

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
域
内
市
場
の

一
〇
七
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ら
の
発
展
は
放
送
や
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
個
別

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
産
業
の
融
合
、
す
な
わ
ち
、
単
一
市
場
へ

の
「
収
れ
ん
」
を
も
た
ら
し
た
（N

ew
m
an 

﹇2009

﹈ p.160

）。

こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
発
展

に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
ジ

タ
ル
化
の
進
行
に
よ
っ
て
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
選
択
肢
が
増
え
る
と
、

主
要
だ
っ
た
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
視
聴
者
が
減
る
。
ま
た
、
視
聴
者
が

分
散
化
す
る
と
主
要
な
公
的
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
対
し
て
収
入
が
圧
迫

さ
れ
る

（
31
）

。
さ
ら
に
、
新
し
い
配
信
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
伝
統
的
な

エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
視
聴
者
が
減
る
。
そ
う
す

る
と
、
特
定
の
地
域
・
文
化
に
固
有
の
番
組
が
失
わ
れ
か
ね
な
い
。

他
方
で
、
視
聴
者
の
分
散
は
、
い
わ
ゆ
る
規
模
の
経
済
を
働
か
せ

る
こ
と
と
な
り
、
メ
デ
ィ
ア
提
供
者
の
集
中
を
招
く
（B

urri-
N
enova 

﹇2007

﹈ p.1716

）。
そ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
の
合
併
は
、

多
元
性
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
及
ぼ
す
。
な
ぜ
な
ら
、
公
の
情
報

の
多
元
性
の
前
提
で
あ
る
メ
デ
ィ
ア
管
理
者
の
多
元
性
を
限
定
す

る
か
ら
で
あ
る
（C

O
M

 

（92

） 480, p.21

）。
そ
う
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
文
化
的
多
様
性
の
前
提
た
る
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
を
損
な

う
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
域
内
市
場
は
、
文
化
的
多
様
性

に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
い
え
る
。

な
場
面
で
使
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
欧
州
議
会
は
、
視
聴
覚
メ

デ
ィ
ア
分
野
に
お
け
る
私
的
独
占
を
抑
止
し
文
化
的
多
様
性
を
保

障
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
し
、
欧
州
放
送
連
合

（
29
）

は
、
文
化
の
多
様

性
と
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
を
Ｅ
Ｕ
の
基
本
的
な
価
値
で
あ
る
と
し

た
う
え
で
、
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
は
、
民
主
主
義
及
び
文
化
的
多

様
性
の
前
提
条
件
で
あ
る
と
す
る
。
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
の
概
念

も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
文
化
的
多
様
性
と
密
接
に

関
連
し
た
概
念
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
メ
デ
ィ
ア
の

多
元
性
に
言
及
す
る
と
き
は
、
文
化
的
多
様
性
を
実
現
す
る
一
要

素
と
し
て
用
い
る
も
の
と
す
る

（
30
）

。

な
お
、
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｃ
条
約
二
九
五

条
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
三
四
五
条
）
に
お
い
て
、「
加
盟
国
に
公
企
業

等
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
多
元
体
制
の
構
築
が
可
能
」
と
言
及
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
で
も
メ
デ
ィ
ア
多
元
性
の
尊
重

が
明
記
さ
れ
て
い
る
（
第
一
一
条
二
項
）。

5
．2 

．
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
域
内
市
場
が
文
化
的
多

様
性
に
与
え
る
影
響

近
年
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
や
テ
レ
ビ
の
デ
ジ
タ
ル
化
や
モ
バ
イ

ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
3
Ｇ
が
急
速
に
普
及
し
た
が
、
こ
れ

一
〇
八



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
三
九
）

寄
与
す
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
ク
オ
ー
タ

制
は
、
Ｅ
Ｕ
の
文
化
的
競
争
力
を
対
外
的
に
高
め
る
と
い
う
機
能

を
有
し
こ
そ
す
れ
、
実
質
的
に
文
化
的
多
様
性
を
保
護
す
る
制
度

で
は
な
く
、
5
．1
．
で
定
義
し
た
よ
う
な
文
化
的
多
様
性
の
保

護
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
仮
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
作
品
に
つ
い
て
ク
オ
ー
タ
制
を
と

る
こ
と
が
現
状
の
保
護
に
な
る
と
し
て
も
、
や
は
り
そ
れ
は
文
化

的
多
様
性
の
保
護
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
製
作
者
」
の
基
準
が
製
作
者
の
居
住
地
が
加
盟

国
に
あ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
作

品
」
と
い
う
の
に
、
独
自
性
や
質
の
基
準
も
な
く
、
国
家
的
ま
た

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
テ
ー
マ
と
い
う
要
件
も
な
い
の
で
は
、
単
な

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
の
保
護
主
義
と
区
別
が
つ
か
な
い

（B
urri-N

enova 

﹇2007

﹈ p.1718

）。
そ
も
そ
も
、
文
化
的
多
様

性
の
実
現
の
深
度
を
は
か
る
客
観
的
な
指
標
も
存
在
し
な
い

（Ibid. p.1720

）。

ま
た
、
ク
オ
ー
タ
制
以
外
の
規
制
に
つ
い
て
み
て
も
、

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
い
て
は
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
い
う

規
制
対
象
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｃ
メ
デ
ィ
ア
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク

や
経
済
的
に
有
益
な
母
国
原
則
は
広
ま
っ
た
と
い
え
る
が
、
一
方

5
．3
．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
け
る
文
化
的
多
様
性
の
保
護

5
．3
．1 

．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
け
る
実
効
的
な
文
化
的
多
様

性
の
保
護
の
欠
如

Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
と
同
様
に
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
い
て
も
メ

デ
ィ
ア
の
文
化
的
多
様
性
の
保
護
は
目
的
の
一
つ
と
し
て
明
記
さ

れ
て
い
る
（
前
文
⑸

（
32
）

）。
す
な
わ
ち
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、
Ｅ
Ｃ

固
有
の
補
完
性
の
原
則
と
比
例
原
則
を
尊
重
し
つ
つ
、
テ
レ
ビ
放

送
及
び
新
興
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
移
動
と
文
化
的

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
及
び
多
様
性
の
価
値
の
保
護
と
の
バ
ラ
ン
ス

を
と
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
文
化
的
多
様
性
を
図
る
具
体
的

な
規
定
と
し
て
は
、
ク
オ
ー
タ
制
度
に
つ
い
て
定
め
る
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ

指
令
第
一
六
、
一
七
条
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
文
化
的

目
標
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
の
規
定
と
し
て
は
唯

一
の
も
の
で
あ
る
。

Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
下
の
ク
オ
ー
タ
制
度
に
お
い
て
な
さ
れ
た
コ

ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
影
響
調
査
に
よ
れ
ば
、
ク
オ
ー
タ
制
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
作
品
及
び
独
立
系
作
品
の
促
進
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ

れ
て
い
る
（C

O
M

 

（2006

）459, fi nal

）。
た
し
か
に
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ

指
令
に
お
い
て
、
文
化
政
策
の
要
素
と
し
て
、
ク
オ
ー
タ
制
度
は

定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ク
オ
ー
タ
制
が
文
化
的
多
様
性
に

一
〇
九
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た
が
っ
て
、
今
後
は
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
お
い
て
、

文
化
的
多
様
性
を
実
効
的
に
図
る
べ
く
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
統
一
的

な
政
策
を
と
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

そ
の
一
案
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
充
実
さ
せ
る

こ
と
、
母
国
だ
け
を
基
準
と
せ
ず
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
作
品
の
製
作
に

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
作
る
こ
と
、
公
共
放
送
の
役
割
を
明
記
す
る

こ
と
等
を
内
容
と
す
る
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
統
一
的
な
規
制
枠
組
を

設
け
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
（B

urri-N
enova 

﹇2007

﹈ 
p.1724

）。

し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
こ
の
よ
う
な
措
置
を
規
制
す
る
こ
と

は
可
能
な
の
か
。
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
が
文
化
的
多
元
性
の
保
護
に
つ

き
実
効
的
な
規
定
を
欠
く
最
大
の
原
因
は
、
Ｅ
Ｕ
が
そ
の
よ
う
な

分
野
に
つ
き
明
確
な
規
制
権
限
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
に
求
め
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
化
に
つ
い
て
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
一
六
七
条
が
定

め
る
Ｅ
Ｕ
の
権
限
は
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
し
、
と
り
わ
け
補
完
性

の
原
則
に
よ
り
Ｅ
Ｕ
が
規
制
を
す
る
余
地
は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
こ
で
、
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
お
い
て
文
化

的
多
様
性
の
保
護
を
図
る
べ
く
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
統
一
的
な
措
置
を

と
る
こ
と
は
法
的
に
可
能
な
の
か
、
経
済
的
観
点
か
ら
定
め
ら
れ

た
指
令
に
お
い
て
文
化
的
観
点
に
つ
い
て
の
規
制
を
ど
こ
ま
で
定

で
、
ノ
ン
・
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
規
制
が
課
さ
れ
た
こ
と

で
か
え
っ
て
小
規
模
の
発
信
者
に
対
し
て
負
担
と
な
り
振
興
の
創

造
に
と
っ
て
は
障
壁
と
な
り
、
文
化
的
多
様
性
が
損
な
わ
れ
う
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
文
化
的
多
様
性
目
的
と
し
て

掲
げ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
達
成
す
る
実
効
的
な
規
定
を
欠

い
て
い
る
。

5
．3
．2
．
実
効
的
な
文
化
的
多
様
性
の
保
護
措
置
の
必
要
性

し
か
し
、
そ
れ
で
は
文
化
的
多
元
性
の
保
護
と
し
て
不
十
分
で

な
い
か
。
た
し
か
に
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
の
規
制
が
な
い
と
し
て
も
、

サ
ー
ビ
ス
の
受
入
国
が
採
る
文
化
政
策
実
現
の
た
め
の
措
置
は
、

サ
ー
ビ
ス
の
自
由
移
動
に
対
す
る
制
限
に
つ
き
欧
州
司
法
裁
判
所

が
明
文
の
正
当
化
事
由
に
加
え
て
認
め
る
公
益
上
不
可
欠
な
事
由

に
あ
た
り
う
る

（
33
）

。
し
か
し
、
そ
れ
は
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
移
動
に
対

す
る
例
外
と
し
て
消
極
的
な
文
脈
で
認
め
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る

（B
urri-N

enova 

﹇2007

﹈ p.1721 （
34
）

）。
ま
た
、
近
年
ま
す
ま
す
分

断
化
し
て
い
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
環
境
に
か
ん
が
み

れ
ば
、
加
盟
国
ば
ら
ば
ら
に
措
置
を
と
る
だ
け
で
は
、
文
化
的
多

様
性
を
適
切
に
保
護
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し

一
一
〇



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
四
一
）

多
元
性
確
保
は
、
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
・
シ
ェ
ア
で
は
な
く
、
視
聴

シ
ェ
ア
に
よ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
が
主
流
に
な
っ
た
こ
と
も

あ
り
、
結
局
メ
デ
ィ
ア
・
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
指
令
が
日
の
目
を
見

る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
安
江
﹇2009

﹈ p.17

）。

6
．1
．2
．
現
在
の
措
置
│M

ED
IA

計
画
│

現
在
実
施
さ
れ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
へ
の
支

援
措
置
と
し
て
、
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
が
一
九
九
〇
年
に
採
択

し
たM

E
D
IA

計
画

（
36
）

が
あ
る
。
二
〇
一
三
年
現
在
は
、M

E
D
IA

計
画
の
第
四
弾
で
あ
り
二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
一
三
年
ま
で
の
計

画
と
し
て
、
二
〇
〇
六
年
に
採
択
さ
れ
たM

edia 2007 （
37
）

が
施
行

さ
れ
て
い
る
。M

E
D
IA

計
画
の
目
的
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化

的
多
様
性
及
び
映
画
や
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
作
品
の
伝
統
を
保
護
・

強
化
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
作
品
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
保
障
し
、
文
化
間

の
対
話
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
視
聴
覚
メ
デ
ィ

ア
作
品
の
競
争
力
を
高
め
、
域
内
で
の
流
通
を
促
進
す
る
と
と
も

に
世
界
の
市
場
に
お
け
る
シ
ェ
ア
を
拡
大
す
る
こ
と
に
あ
る

（M
E
D
IA

 2007

第
一
条
二
項
ａ
、
ｂ
、
ｃ
号
）。M

E
D
IA

計
画

は
、
作
品
制
作
の
技
術
面
で
の
事
前
の
支
援
や
、
作
品
の
配
給
・

宣
伝
と
い
う
事
後
的
支
援
等
の
財
政
支
援
を
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
問
題
と
な
る
た
め
、
こ
の
点
に
つ
き
、

過
去
の
経
緯
及
び
現
状
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
判
例
法
を
検
討

し
た
い
。

6 
．
文
化
的
観
点
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
の
規
制
権
限
の

有
無

6
．1
．
文
化
政
策
と
し
て
の
既
存
の
措
置

6
．1
．1
．
完
全
な
調
和
に
向
け
た
過
去
の
試
み

過
去
に
は
、
文
化
的
多
様
性
の
前
提
と
な
る
メ
デ
ィ
ア
の
多
元

性
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
完
全
な
統
一
枠
組
を
作
ろ
う
と
す

る
試
み
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
一
九
八
九
年
の
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指

令
成
立
後
、
メ
デ
ィ
ア
・
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ

（
35
）

指
令
の
導
入
が
試
み

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

過
度
の
自
由
化
に
向
け
た
動
き
に
警
戒
を
示
し
て
、
欧
州
議
会

が
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
保
護
の
観
点
か
ら
、
メ
デ
ィ
ア
集
中
防
止

の
規
制
を
求
め
る
勧
告
を
し
た
こ
と
、
及
び
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条

約
に
よ
る
基
本
条
約
の
改
正
が
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
メ
デ
ィ

ア
・
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
指
令
の
導
入
に
つ
き
、
文
化
大
臣
に
よ
る

閣
僚
理
事
会
で
審
議
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
と
ベ

ル
ギ
ー
の
反
対
に
よ
り
成
立
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
メ
デ
ィ
ア
の

一
一
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
四
二
）

域
内
市
場
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
指
令
に
お
い
て
健
康
の
観
点
に

つ
い
て
も
規
定
を
し
た
タ
バ
コ
広
告
指
令
事
件

（
39
）

を
検
討
す
る
。

6
．2
．1 

．
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
領
域
に
お
け
る
判
例

法
の
発
展

一
九
七
〇
年
代
か
ら
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
放
送
分
野
に
つ
い

て
包
括
的
に
判
例
法
を
発
展
さ
せ
て
き
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、

サ
ー
ビ
ス
の
自
由
移
動
を
は
じ
め
と
す
る
基
本
条
約
に
定
め
ら
れ

た
一
般
原
則
の
適
用
や
、
Ｔ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
の
解
釈
に
関
す
る
も
の

で
あ
る

（
40
）

。
そ
こ
で
は
主
に
、
加
盟
国
の
規
制
が
争
わ
れ
た
。

ま
ず
、
ボ
ン
ド
事
件

（
41
）

に
お
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
公
衆
に
向
け
た

広
告
を
禁
じ
る
オ
ラ
ン
ダ
法
の
規
制
が
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第
四
九
条

（
現
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
五
六
条
）
に
抵
触
す
る
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
規
制
の
目
的
が
、
非
営
利
か
つ
多
元
的
な
オ
ラ
ン
ダ
放
送
シ

ス
テ
ム
の
維
持
の
た
め
に
正
当
化
さ
れ
る
と
し
て
も
、
特
定
の
商

品
や
特
定
の
日
時
に
限
定
し
て
広
告
を
禁
じ
る
と
い
う
よ
り
制
限

的
で
な
い
手
段
が
あ
る
た
め
、
比
例
原
則
に
反
す
る
と
さ
れ
た
。

次
に
、M

ediaw
et

事
件

（
42
）

で
は
、
非
営
利
団
体
し
か
広
告
で
き

な
い
と
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
ゴ
ー
ダ
地
方
の
規
制
が
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第

四
九
条
（
現
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
五
六
条
）
に
抵
触
す
る
と
さ
れ
た
。
オ

あ
り
、
小
規
模
予
算
や
独
立
系
の
作
品
を
支
援
す
る
こ
と
で
、
文

化
的
多
様
性
に
寄
与
し
て
い
る
。

M
E
D
IA

計
画
は
経
済
的
・
文
化
的
双
方
の
側
面
を
目
的
と
し
、

そ
の
実
態
と
し
て
は
文
化
政
策
の
側
面
が
強
い
も
の
で
あ
る
が

（
小
畑
、
一
〇
五
頁
）、
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第

一
五
〇
条
四
項
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
一
六
六
条
四
項
）
及
び
一
五
七
条

（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
一
七
二
条

（
38
）

）
を
考
慮
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る

（M
E
D
IA

 2007

前
文
冒
頭
）。
す
な
わ
ち
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
の
調

和
措
置
を
と
る
こ
と
を
明
示
的
に
否
定
し
た
う
え
で
、
文
化
的
多

様
性
を
保
護
す
る
措
置
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

6
．2
．
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
例
法

こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
と
こ
ろ
文
化
的
多
様
性
の
保
護
を
目
的

と
し
た
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
の
調
和
措
置
は
採
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、

Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
統
一
的
な
措
置
を
と
る
こ
と
は
法
的
に
可
能
な
の

か
。
開
業
の
自
由
及
び
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
自
由
を
根
拠
と
し
、
経

済
的
観
点
か
ら
定
め
ら
れ
た
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
い
て
、
文
化
的

観
点
に
つ
い
て
の
規
制
を
ど
こ
ま
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

Ｅ
Ｕ
の
権
限
の
射
程
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
視
聴
覚
メ
デ
ィ

ア
サ
ー
ビ
ス
領
域
に
お
け
る
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
例
法
、
及
び
、

一
一
二



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
四
三
）

化
財
の
保
護
を
含
め
一
定
の
適
用
除
外
事
由
に
該
当
す
れ
ば
、
各

国
の
政
策
が
許
容
さ
れ
る
。
こ
こ
に
域
内
市
場
統
合
対
文
化
的
多

様
性
と
い
う
対
立
図
式
が
浮
か
び
上
が
る
。
Ｅ
Ｕ
は
そ
の
設
立
目

的
か
ら
し
て
前
者
に
比
重
を
置
く
が
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
両
者

の
価
値
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
Ｅ
Ｕ

法
の
基
本
原
則
違
反
を
認
定
し
つ
つ
も
、
第
二
に
社
会
的
・
文
化

的
理
由
に
基
づ
く
と
し
て
適
用
除
外
事
由
に
該
当
す
る
か
、
そ
の

う
え
で
第
三
に
比
例
性
原
則
（
手
段
が
目
的
に
照
ら
し
て
過
度
で

な
い
か
、
よ
り
制
限
的
で
な
い
手
段
が
存
在
し
な
い
か
）
を
満
た

す
か
と
い
う
三
段
階
で
判
断
を
行
う
こ
と
が
多
い
（
庄
司

﹇
二
〇
〇
七
﹈
八
二
頁
）。
そ
う
で
あ
る
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
文

化
的
政
策
は
全
て
加
盟
国
の
権
限
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

6
．2
．2 

．
域
内
市
場
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
の
規
制
権
限
の
限
界

│
九
八
年
タ
バ
コ
広
告
指
令
事
件
│

6
．2
．2
．1
．
事
案
及
び
争
点

一
九
九
八
年
、「
タ
バ
コ
産
品
の
広
告
及
び
後
援
に
つ
い
て
の

加
盟
国
法
令
の
接
近
に
関
す
る
指
令
」（
九
八
年
タ
バ
コ
広
告
指

令
）
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第
四
七
条
二
項

（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
五
三
条
一
項
）、
第
五
五
条
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
六
二

ラ
ン
ダ
政
府
は
こ
の
規
制
が
加
盟
国
の
文
化
政
策
と
し
て
正
当
化

さ
れ
る
と
主
張
し
た
が
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
加
盟
国
の
文
化
政

策
と
外
国
組
織
の
構
造
と
に
関
連
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、

正
当
化
を
認
め
な
か
っ
た
。

欧
州
司
法
裁
判
所
の
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
母
国
の
放
送
業
者
の

サ
ー
ビ
ス
提
供
の
自
由
を
保
障
す
る
傾
向
に
あ
り
、
母
国
が
首
位

的
に
放
送
業
者
の
放
送
活
動
を
規
制
し
、
受
信
国
は
補
足
的
に
規

制
で
き
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
母
国
原
則
に
適
合
的
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
判
例
法
は
、
テ
レ
ビ
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
自
由

を
保
障
す
る
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
に
反
映
さ
れ
た
（B

arnard, p.385

）。

Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
成
立
後
の
判
例
と
し
て
、
フ
ァ
ミ
リ
ア
プ
レ
ス

事
件

（
43
）

で
は
、
ま
ず
、
物
の
自
由
移
動
の
障
壁
と
な
る
規
制
は
、
必

要
不
可
欠
（overriding requirem

ent

）
で
あ
り
、
比
例
原
則

を
み
た
し
、
か
つ
目
的
達
成
の
た
め
に
よ
り
制
限
的
で
な
い
手
段

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
シ
ン
ド
ラ
ー
事
件

（
44
）

で
示
さ
れ
た
基

準
が
引
用
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
で
、
報
道
の
多
元
性
は
表
現
の
自

由
を
保
障
に
寄
与
す
る
た
め
必
要
不
可
欠
な
目
的
に
当
た
る
と
判

断
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
各
国
固
有
の
文
化
に
根
ざ
す
政
策
が
Ｅ
Ｕ
域
内

市
場
に
お
け
る
自
由
移
動
の
障
壁
と
な
る
場
合
で
も
、
国
民
的
文

一
一
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
四
四
）

い
か
な
る
影
響
も
も
た
ら
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
い
と
し
て
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第
九
五
条
一
項
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第

一
一
四
条
）
に
基
づ
く
調
和
立
法
を
行
う
余
地
が
あ
る
こ
と
を
認

め
た

（
48
）

。
⑵
続
い
て
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第
三
条
一
項
（
cf. 

Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
四
条

二
項
ａ
号
）
と
読
み
合
わ
せ
て
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第
九
五
条
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ

第
一
一
四
条
）
を
域
内
市
場
の
確
立
・
機
能
の
た
め
の
諸
条
件
を

向
上
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
立
法
根
拠
規
定
と
限
定
解
釈
し
た

う
え
で
（
第
八
〇
〜
八
三
段
落
）、
同
条
に
基
づ
く
立
法
措
置
は
、

域
内
市
場
の
確
立
・
機
能
の
た
め
の
諸
条
件
の
向
上
を
真
に
意
図

し
て
お
り
（
第
八
四
段
落
）、
か
つ
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
効
果

を
持
つ
場
合
で
あ
っ
て
（
第
九
五
段
落
）、
調
和
立
法
に
よ
り
四

つ
の
自
由
移
動
の
行
使
に
対
し
て
起
こ
り
う
る
障
壁
の
撤
廃
に
寄

与
す
る
と
き
、
ま
た
は
、
調
和
立
法
に
よ
り
多
様
な
国
内
規
則
か

ら
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
感
知
可
能
な
競
争
の
歪
曲
の
除
去
に
寄

与
す
る
と
き
、
を
要
件
と
し
て
挙
げ
た

（
49
）

。

6
．2
．2
．3
．
考
察

本
件
は
、
欧
州
司
法
裁
判
所
が
、
Ｅ
Ｕ
立
法
根
拠
規
制
の
選
択

の
適
法
性
に
つ
い
て
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
Ｅ
Ｕ
立
法
の
目
的
及

び
内
容
が
選
択
さ
れ
た
立
法
根
拠
と
現
実
的
に
真
正
に
関
連
性
を

条
）、
及
び
第
九
五
条

（
45
）（

Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
一
一
四
条
）
を
根
拠
に
制
定

さ
れ
た
。
同
指
令
に
お
い
て
は
、
加
盟
国
間
で
タ
バ
コ
製
品
の
広

告
や
後
援
に
つ
い
て
各
国
法
令
の
改
正
を
通
し
た
接
近
が
必
要
と

さ
れ
て
い
た
（
同
指
令
前
文
第
二
段

（
46
）

）。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ

は
、
欧
州
司
法
裁
判
所
に
同
指
令
の
取
消
訴
訟
を
提
起
し
た
。
そ

こ
で
は
、
九
八
年
タ
バ
コ
広
告
指
令
の
目
的
や
内
容
が
域
内
市
場

の
運
営
に
ほ
と
ん
ど
関
係
が
な
い
こ
と
、
ま
た
健
康
保
護
に
つ
い

て
は
域
内
市
場
の
経
済
活
動
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
条
約
九
五
条
、
四
七

条
二
項
、
五
五
条
で
は
な
く
一
五
二
条
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
一
六
八
条
）

を
立
法
根
拠
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
と
の
ド
イ
ツ
の
主
張
に
関
連

し
て
、
⑴
調
和
措
置
が
明
文
で
排
除
さ
れ
て
い
る
分
野
で
Ｅ
Ｃ
条

約
第
九
五
条
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
一
一
四
条
）
に
基
づ
く
調
和
立
法
を

行
う
余
地
の
有
無
、
及
び
⑵
同
条
項
を
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
要

件
が
問
題
と
な
っ
た
。

6
．2
．2
．2
．
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
断

⑴
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
本
件
指
令
に
よ
り
改
正
を
迫

ら
れ
る
各
国
法
の
大
部
分
が
公
衆
の
健
康
保
護
を
目
的
と
し
た
立

法
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
、
か
か
る
目
的
で
の
調
和
措
置
は
明
文

で
排
除
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

（
47
）（

第
七
六
段
落
）。
そ
の
一
方

で
、
他
の
規
定
に
基
づ
き
採
択
さ
れ
た
調
和
措
置
が
健
康
保
護
に

一
一
四



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
四
五
）

と
同
様
、
文
化
的
多
様
性
保
護
を
目
的
と
す
る
調
和
立
法
は
禁
じ

ら
れ
る
。
次
に
、
健
康
保
護
が
す
べ
て
の
Ｅ
Ｕ
の
政
策
の
決
定
と

履
行
に
お
い
て
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
一
六
八
条
一

項
）
と
さ
れ
て
い
る
の
に
比
し
て
、
文
化
的
側
面
は
「
考
慮
」
さ

れ
る
（
第
一
六
七
条
四
項
）
に
と
ど
ま
る
点
で
そ
の
実
効
性
確
保

に
つ
き
文
言
が
若
干
弱
い
も
の
の
、
域
内
市
場
の
確
立
・
機
能
の

た
め
の
調
和
措
置
の
影
響
を
受
動
的
に
受
け
る
場
面
で
あ
る
か
ら
、

Ｅ
Ｕ
の
立
法
権
限
の
要
件
に
影
響
を
与
え
る
と
は
考
え
難
い
。

よ
っ
て
、
本
判
決
の
射
程
は
文
化
を
目
的
と
す
る
立
法
に
つ
い
て

も
及
ぶ
と
考
え
ら
れ
る
。

続
い
て
、
文
化
的
多
様
性
の
保
護
を
図
る
措
置
は
、
同
判
決
で

示
さ
れ
た
三
要
件
を
満
た
す
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
文
化

的
多
様
性
の
保
護
に
積
極
的
な
加
盟
国
と
、
域
内
市
場
の
確
立
・

機
能
の
向
上
を
重
視
す
る
加
盟
国

（
52
）

と
で
、
規
制
措
置
が
大
き
く
こ

と
な
る
と
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
移
動
の
障
壁
に
な
り
う
る
か
ら
、
調

和
立
法
に
よ
り
か
か
る
障
壁
の
撤
廃
に
寄
与
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
文
化
的
多
様
性
の
保
護
を
実
効

的
に
図
る
措
置
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
は
本
質
的
に
域
内
市
場

へ
の
要
請
と
は
相
反
す
る
措
置
で
あ
る
か
ら
、
域
内
市
場
の
確

立
・
機
能
の
た
め
の
諸
条
件
の
向
上
を
真
に
意
図
す
る
と
の
要
件

も
つ
か
を
、
こ
れ
ま
で
に
比
べ
て
厳
し
く
審
査
し
、
Ｅ
Ｕ
立
法
根

拠
規
定
の
実
体
内
容
面
か
ら
の
限
界
づ
け
を
示
し
た
事
例
で
あ
る
。

欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
Ｅ
Ｕ
の
立
法
権
限
が
Ｅ
Ｕ
条
約
に
お
い
て

特
定
的
に
付
与
さ
れ
た
範
囲
に
と
ど
ま
る
と
い
う
個
別
授
権
原
則

が
Ｅ
Ｃ
条
約
第
五
条
（
Ｔ
Ｅ
Ｕ
条
約
第
五
条
）
に
込
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
再
確
認
し
、
Ｅ
Ｕ
の
立
法
権
限
の
拡
大
的
解
釈

（
50
）

を
規
律

し
よ
う
と
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
る

（
51
）（

大
藤
﹇
二
〇
一
〇
﹈

一
二
六
頁
）。

こ
の
よ
う
に
、
タ
バ
コ
広
告
指
令
事
件
で
は
公
衆
の
健
康
保
護

を
目
的
と
し
た
調
和
的
立
法
措
置
に
つ
き
司
法
裁
判
所
の
判
断
が

な
さ
れ
た
が
、
文
化
的
多
様
性
保
護
を
目
的
と
す
る
調
和
立
法
が

認
め
ら
れ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
同
判
決
の

射
程
が
文
化
を
目
的
と
す
る
立
法
措
置
に
つ
い
て
も
及
ぶ
か
を
検

討
す
る
。

ま
ず
、
立
法
目
的
が
公
衆
の
健
康
保
護
と
文
化
と
で
異
な
る
こ

と
が
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
調
和
立
法
が
認
め
ら
れ
る
要
件
に
影
響
す

る
で
あ
ろ
う
か
。
健
康
保
護
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
六
条
ａ
号
）
と
文
化

（
同
条
ｃ
号
）
と
で
、
い
ず
れ
の
分
野
も
加
盟
国
が
権
限
を
持
ち
、

Ｅ
Ｕ
は
補
助
的
行
動
し
か
で
き
な
い
分
野
（
第
二
条
五
項
）
で
あ

る
こ
と
に
は
異
な
ら
な
い
か
ら
、
健
康
保
護
を
目
的
と
す
る
立
法

一
一
五
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四
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（
二
〇
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四
年
三
月
）

（
一
五
四
六
）

の
意
義
か
ら
し
て
一
義
的
に
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
ゴ
ー
ル
に

つ
き
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
の
な

か
で
、
域
内
市
場
の
た
め
の
必
要
性
が
あ
る
だ
け
で
文
化
に
つ
い

て
も
域
内
措
置
を
採
る
こ
と
は
、
基
本
条
約
に
定
め
ら
れ
た
権
限

の
分
配
に
も
と
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
に
か
ん
が
み
て
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
い
て
文
化
的
多

様
性
を
保
護
す
る
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
の
実
効
的
な
規
定
が
不
十
分
で
あ

る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
立
法
事
実
の
成
熟
や
判
例
法
理
の
集
積
を

待
つ
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
） 

本
稿
で
は
、
年
代
に
か
か
わ
ら
ず
Ｅ
Ｃ
や
共
同
体
と
い
う
用

語
を
含
め
て
す
べ
て
「
Ｅ
Ｕ
」
に
一
本
化
し
て
表
記
す
る
。

（
2
） D

irective 89/552/E
E
C
. the T

elevision w
ithout 

frontiers directive.

（
3
） D

irective 2007/65/E
C
. the A

udiovisual M
edia 

S
ervices D

irective.

（
4
） 

本
稿
で
は
、“com

petence”

又
は“pow

er”

に
該
当
す
る
用

語
と
し
て
、「
権
限
」
と
表
記
す
る
。

（
5
） D

irective 2010/13/E
U
.

（
6
） 

Ｅ
Ｕ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
。

E
uropa, “R

egulatory F
ram

ew
ork - A

udiovisual M
edia 

S
ervices D

irective.”

を
充
た
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
同
判
決
で
示
さ
れ
た
要
件
に
照
ら
す
と
、
文
化
的
多

様
性
の
保
護
を
実
効
的
に
図
る
べ
き
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
の
調
和
措
置

を
採
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

7
．
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
経
済
的
側
面
と
文
化
的
側
面
の
両
面
を
持
つ
視
聴

覚
メ
デ
ィ
ア
の
領
域
に
お
い
て
Ｅ
Ｕ
が
い
か
な
る
規
制
を
し
て
き

た
の
か
、
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
域
内
市
場
の
創
設
と
文

化
的
多
様
性
の
保
護
と
い
う
相
反
す
る
要
請
を
目
的
に
掲
げ
る

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
を
中
心
に
、
主
に
Ｅ
Ｕ
と
加
盟
国
の
権
限
の
分
配

の
観
点
か
ら
検
討
し
た
。
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
域
内
市

場
の
創
設
に
つ
い
て
は
母
国
原
則
の
も
と
で
大
い
に
成
果
が
み
ら

れ
る
一
方
、
文
化
的
多
様
性
の
保
護
に
つ
い
て
は
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で

は
実
効
的
な
調
和
措
置
が
採
ら
れ
て
い
な
い
。

た
し
か
に
、
文
化
的
多
様
性
は
Ｅ
Ｕ
の
重
要
な
目
的
の
ひ
と
つ

で
あ
る
が
、
Ｅ
Ｕ
の
規
制
権
限
に
何
ら
か
の
外
縁
を
画
す
る
こ
と

は
重
要
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
っ
て
、

Ｅ
Ｕ
の
権
限
の
拡
張
解
釈
に
歯
止
め
が
か
け
ら
れ
た
こ
と
と
適
合

的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
文
化
的
多
様
性
に
つ
い
て
は
、
そ

一
一
六



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
四
七
）

fu
r B

ran
n

tw
ein

 ﹇1979

﹈ E
C
R
 649

）。

（
11
） 

母
国
原
則
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
詳
述
す
る
。

（
12
） D

irective 97/36/E
C
.

（
13
） 

例
と
し
て
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
や
ヨ
ー

ロ
ピ
ア
ン
・
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
シ
ッ
プ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
九
七
年

改
正
指
令
前
文
⒅
。

（
14
） E

U
R
O
P
A
-H

istory.
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/history/historytvw

f/
index_en.htm

（
15
） 

そ
の
一
つ
で
あ
るM

ediakabel

事
件
は
、2007

年A
V
M

S

指
令
前
文
42
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
16
） 

改
正
点
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
と
し
て
、

E
uropa, “R

egulatory F
ram

ew
ork - A

udiovisual M
edia 

S
ervices D

irective - w
hat’s new

?” 

（http://ec.europa.eu/
avpolicy/reg/avm

s/index_en.htm

）

（
17
） 

Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
下
に
お
け
る
例
外
的
場
合
の
具
体
例
と
し
て
、

P
rice 

﹇2002

﹈ p.76-80

。

（
18
） 

「
以
下
の
規
定
の
枠
内
で
、
共
同
体
内
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の

自
由
な
提
供
に
対
す
る
制
限
は
、
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
受
領

者
の
国
以
外
の
共
同
体
内
の
国
で
開
業
す
る
加
盟
国
民
に
つ
い
て

禁
止
さ
れ
る
。」（
Ｅ
Ｃ
条
約
四
九
条
第
一
項
（
機
能
条
約
五
六
条
、

庄
司
﹇
二
〇
〇
三
﹈
四
一
頁
））

（
19
） 
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
第
四
条
一
項
及
び
第
五
条
一
項
の
た
だ
し
書

き
に
お
け
る
同
様
の
文
言
に
つ
き
、
小
畑
﹇
二
〇
〇
九
﹈
一
〇
六

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvw
f/index_en.htm

（
7
） 

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
お
け
る
文
化
政
策
（
第
一
二
六
〜

一
二
八
条
）
は
、
文
化
の
多
様
性
が
前
提
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ

で
新
設
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
の
言
語
・
文
化
政
策
は
「
多
様
性
の
な
か
の

統
一
」
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
領
域
で
は
補
完
性

の
原
理
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
（
田
中
﹇
二
〇
〇
三
﹈
一
〇
七
頁
）。

（
8
） 

例
と
し
て
、
テ
レ
ビ
電
波
は
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
こ
と
を
示
し

たS
acchi

事
件
（C

ase C
-155/73

﹇1974

﹈ E
C
R
 409

）
や
、
放

送
産
業
に
お
け
る
差
別
禁
止
を
示
し
たD

ehauve

事
件
（C

ase 
C
52/79 

﹇1980

﹈ E
C
R
 833

）
や
、
映
画
の
テ
レ
ビ
放
映
の
独
占

権
に
関
す
るC

oditelⅡ

事
件
（C

ase C
262/81 

﹇1982

﹈ E
C
R
 

3381

）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
9
） E

uropean C
onvention on T

ransfrontier T
elevision 

（C
T
T

）.
http://conventions.coe.int/T

reaty/en/T
reaties/H

tm
l/132.

htm

（
10
） 

狭
義
の
相
互
承
認
と
は
、
母
国
原
則
の
こ
と
を
意
味
す
る
が
、

判
例
法
上
の
相
互
承
認
原
則
は
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
の
各
国
法
の
調

和
が
当
該
分
野
に
お
い
て
存
在
し
な
い
場
合
に
母
国
原
則
を
原
則

と
し
、
例
外
的
に
、
不
可
避
的
要
請
に
基
づ
き
、
か
つ
比
例
性
原

則
を
充
た
す
場
合
に
、
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
庄
司
﹇
二
〇
〇
六
﹈
一
一
一
、
一
一
二
頁
）。

こ
れ
は
カ
シ
ス
・
ド
・
デ
ィ
ジ
ョ
ン
判
決
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
（C

ase 
120/78 R

ew
e-Z

en
trale A

G
 v. B

u
n

d
esm

on
opolverw

altu
n

g 

一
一
七
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（
二
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年
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月
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（
一
五
四
八
）

ま
た
共
通
外
交
・
安
全
保
障
政
策
の
策
定
・
実
施
が
規
定
さ
れ
て

い
る
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
二
条
三
項
、
四
項
）。（
庄
司
﹇
二
〇
〇
八
﹈

三
五
一
頁
）

（
27
） 

本
章
に
つ
い
て
は
、
庄
司
﹇
二
〇
〇
七
ｂ
﹈
七
一
頁
か
ら
、

及
び
庄
司
﹇
二
〇
〇
八
﹈
一
頁
か
ら
を
参
照
し
た
。

（
28
） 

「
ホ
ー
ム
・
ス
テ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
又
は
「
狭
義
の
相

互
承
認
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

（
29
） 

欧
州
放
送
連
合
（E

uropean B
roadcasting U

nion

）
は
、

一
九
五
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
欧
州
お
よ
び
北
ア
フ
リ
カ
の
放
送
局

か
ら
な
る
組
織
で
あ
り
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
現
在
、
五
六
カ
国

か
ら
七
五
の
放
送
局
が
加
入
し
て
い
る
。（http://w

w
w
.ebu.ch/

en/

）

（
30
） K

aitatzi-W
hitlock

は
「
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
」
に
つ
き
、

情
報
公
開
の
公
正
な
管
理
と
定
義
す
る
（K

aitatzi-W
hitlock 

﹇1996

﹈ p.457

）。
ま
た
、
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー

に
お
い
て
、
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
の
概
念
は
様
々
で
あ
る
が
、
欧

州
人
権
裁
判
所
が
欧
州
人
権
憲
章
を
法
的
に
解
釈
し
た
も
の
に
よ

る
と
、
二
つ
の
特
質
を
も
つ
。
第
一
に
、
多
元
性
の
概
念
は
、
表

現
の
自
由
原
則
の
範
囲
を
画
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ

の
よ
う
な
画
定
を
す
る
目
的
は
、
公
の
情
報
の
多
様
性
を
保
障
す

る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
る
（C

O
M

 

（92

） 480, p.14

）。

（
31
） 

メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
保
護
の
見
地
か
ら
公
共
放
送
の
役
割
を

再
評
価
す
る
論
稿
と
し
て
、
安
江
﹇
二
〇
一
一
﹈。

（
32
） 
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
前
文
⑸
は
、「
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
は
、

頁
を
参
照
。

（
20
） 

「
指
令
は
、
達
成
す
べ
き
結
果
に
つ
い
て
名
宛
人
た
る
す
べ
て

の
加
盟
国
を
拘
束
す
る
が
、
形
式
及
び
手
段
に
つ
い
て
の
権
限
は

国
内
機
関
に
委
ね
る
」（T

F
E
U

第
二
八
八
条
三
段
）

（
21
） 

実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
下
記
参
照
。

（T
im

e up for M
em

ber States to tune T
V
 rules to digital age

http://europa.eu/rapid/pressR
eleasesA

ction.
do?reference=IP

/09/1983

）

（
22
） 

市
川
﹇
二
〇
〇
八
﹈、
生
貝
﹇
二
〇
一
一
﹈
は
、
イ
ギ
リ
ス
を

例
に
国
内
法
化
を
検
討
す
る
。
ま
た
、P

rossor 

﹇2008

﹈
は
、
自

主
規
制
よ
り
共
同
規
制
が
望
ま
し
い
と
す
る
。

（
23
） 

後
述
の
「
共
有
権
限
」
ま
た
は
「
補
助
的
行
動
」
に
該
当
す

る
分
野
で
あ
る
。

（
24
） 

Ｅ
Ｕ
の
権
能
の
類
型
化
に
つ
い
て
は
、
庄
司
﹇
二
〇
一
三
﹈

三
一
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
25
） 

リ
ス
ボ
ン
条
約
は
、
Ｅ
Ｕ
の
基
本
条
約
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
条
約

（
Ｔ
Ｅ
Ｕ
）
及
び
Ｅ
Ｃ
条
約
に
改
正
を
加
え
、
Ｅ
Ｃ
条
約
を
Ｅ
Ｕ
機

能
条
約
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
）
と
改
称
す
る
も
の
で
あ
る
。
リ
ス
ボ
ン
条

約
で
の
改
正
を
受
け
て
、
二
〇
一
〇
年
三
月
三
〇
日
に
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ

は
統
一
し
て
整
理
さ
れ
た
（consolidated version

）。
本
稿
に
お

い
て
は
、
特
段
の
断
り
の
な
い
限
り
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
に
つ
き

consolidated version

の
条
文
を
用
い
る
。

（
26
） 

こ
れ
ら
三
類
型
の
他
、
立
法
措
置
が
採
択
さ
れ
な
い
分
野
と

し
て
、
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
加
盟
国
の
経
済
政
策
及
び
雇
用
政
策
の
調
整
、

一
一
八



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
四
九
）

I-04007.

（
43
） C

ourt of Justice of the E
C
, 26 June 1997, C

ase 
C
-368/95, V

ereinigte F
am

iliapress Z
eitungsverlags- und 

vertriebs G
m
bH

 vs. H
einrich B

auer V
erlag.

（
44
） C

ase C
-275/92.

社
会
秩
序
を
保
護
す
る
た
め
の
懸
賞
活
動

に
対
す
る
規
制
に
つ
き
、
加
盟
国
は
非
差
別
措
置
を
採
る
こ
と
が

で
き
る
と
判
示
し
た
。

（
45
） 

Ｅ
Ｃ
条
約
第
九
五
条
は
、
同
条
約
中
に
お
い
て
法
の
接
近

（approxim
ation

）
に
位
置
し
、「
域
内
市
場
の
確
立
お
よ
び
機

能
」
の
た
め
に
、
加
盟
国
の
法
令
の
接
近
を
な
し
う
る
こ
と
を
認

め
、「
健
康
、
安
全
、
環
境
保
護
お
よ
び
消
費
者
保
護
」
に
関
す
る

場
合
に
は
、「
科
学
的
事
実
に
基
づ
く
あ
ら
ゆ
る
新
た
な
発
展
を
特

に
考
慮
し
つ
つ
、
高
い
水
準
の
保
護
を
基
盤
と
す
る
」（
第
九
五
条

三
項
）
旨
定
め
る
。

（
46
） 

そ
の
理
由
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
立
法
や
規
制
が
異
な
る
と

「
域
内
に
お
け
る
広
告
や
後
援
の
媒
介
と
な
る
製
品
の
移
動
、
同
領

域
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
自
由
の
障
害
と
な
り
、
競
争
を
阻

害
し
、
ひ
い
て
は
域
内
市
場
の
運
営
を
妨
げ
る
要
因
と
な
る
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
」（
指
令
前
文
一
段
）。

（
47
） 

公
衆
の
健
康
保
護
に
関
し
て
は
、
Ｅ
Ｃ
条
約
一
五
二
条
が
あ

る
が
、
同
条
四
項
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
二
条
五
項
）
は
、
人
の
健
康
を
保

護
し
改
善
す
る
目
的
の
構
成
国
の
法
や
規
制
の
調
和
を
一
切
禁
止

し
て
い
る
。

な
お
、
Ｅ
Ｃ
条
約
一
五
二
条
四
項
が
明
示
的
に
定
め
て
い
る
調

経
済
的
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
の
と
匹
敵
す
る
程
度
文
化
的
サ
ー
ビ
ス

で
も
あ
る
。
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
社
会
や
民
主
主
義
に

対
す
る
重
要
性
、
と
り
わ
け
情
報
公
開
や
、
意
見
の
多
様
性
や
メ

デ
ィ
ア
の
多
元
性
に
対
す
る
重
要
性
や
教
育
や
文
化
に
対
す
る
重

要
性
は
、
そ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
特
定
の
規
制
を
正
当
化

す
る
」
と
規
定
す
る
。

（
33
） 

一
例
と
し
て
、C

ase C
-288/89 

﹇1991

﹈ E
C
R
 I-4007

。

（
34
） 

な
お
、
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
一
〇
条
は
、
表
現
の
自
由
を
積
極
的
に
捉

え
る
。

（
35
） 

コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
も
メ
デ
ィ
ア
は
他
の
分
野
に
比
べ
て
集
中
し

て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
が
（C

O
M

 

（92

） 480, p.21

）、
Ｅ
Ｕ

レ
ベ
ル
で
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
を
保
障
す
る
こ
と
は
Ｅ
Ｕ
の
管
轄

で
は
な
く
、
現
に
八
〇
年
代
半
ば
か
ら
、
加
盟
国
が
多
元
性
を
保

障
す
る
べ
く
メ
デ
ィ
ア
・
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
規
制
し
て

い
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
（Ibid. p.57

）。

（
36
） D

ecision 96/685/E
E
C
.

（
37
） D

ecision 1718/2006/E
C
.

（
38
） 

こ
の
根
拠
条
文
は
、
文
化
で
は
な
く
産
業
に
つ
い
て
の
規
定

で
あ
る
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
39
） C

ase C
-376/98.

（
40
） 

二
〇
一
一
年
一
〇
月
時
点
に
お
い
て
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
関

す
る
主
要
な
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
例
は
未
だ
み
ら
れ
な
い
。

（
41
） C

ase C
-352/85.

（
42
） C

ase C
-288/89, E

uropean C
ourt reports 1991 P

age 

一
一
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
五
〇
）

（
52
） 

例
え
ば
、
前
者
が
フ
ラ
ン
ス
で
あ
り
、
後
者
が
イ
ギ
リ
ス
や

ド
イ
ツ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
の
姿
勢
の
違
い
は
、
一
九
九
三
年

の
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
交
渉
を

め
ぐ
る
対
立
で
顕
著
に
表
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
文
化
の
論
理
を

重
視
し
て
文
化
を
サ
ー
ビ
ス
貿
易
一
般
協
定
の
枠
組
み
に
組
み
入

れ
る
べ
き
で
な
い
と
し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
は
経
済
の
論

理
を
重
視
し
て
同
枠
組
み
に
文
化
も
組
み
入
れ
る
こ
と
を
主
張
し

た
（
小
畑
﹇
二
〇
〇
九
﹈p.106

）。

参
考
文
献
・
資
料

田
中
俊
郎
著
『
Ｅ
Ｕ
の
政
治
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年

庄
司
克
宏
著
『
新
Ｅ
Ｕ
法　

基
礎
篇
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年

庄
司
克
宏
著
『
Ｅ
Ｕ
法　

政
策
篇
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年

庄
司
克
宏
「
Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
に
お
け
る
自
由
移
動
、
基
本
権
保
護
と

加
盟
国
の
規
制
権
限
」、
田
中
俊
郎
・
小
久
保
康
之
・
鶴
岡
路
人
編

『
Ｅ
Ｕ
の
国
際
政
治
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
ａ

庄
司
克
宏
著
『
欧
州
連
合　

統
治
の
論
理
と
ゆ
く
え
』
岩
波
新
書
、

二
〇
〇
七
年
ｂ

庄
司
克
宏
「
Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
法
の
仕
組
み
」、
庄
司
克
宏
編
『
Ｅ
Ｕ
法　

実
務
篇
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年

市
川
芳
治
「
欧
州
に
お
け
る
通
信
・
放
送
融
合
時
代
へ
の
取
り
組
み

│
コ
ン
テ
ン
ツ
領
域
：「
国
境
な
き
テ
レ
ビ
指
令
」
か
ら
「
視
聴
覚
メ

デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
指
令
」
へ
」『
慶
應
法
学
』
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
八
年

和
措
置
の
禁
止
を
免
脱
す
る
た
め
に
Ｅ
Ｃ
条
約
の
他
の
立
法
根
拠

規
定
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
第

七
七
〜
七
九
段
落
）。

（
48
） 
な
お
、
現
に
Ｅ
Ｃ
条
約
一
五
二
条
一
項
も
健
康
保
護
の
要
請

が
Ｅ
Ｃ
の
他
の
政
策
を
構
成
す
る
要
素
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
も
理

由
と
し
て
い
る
。

（
49
） 

判
旨
の
整
理
に
つ
き
、
庄
司
﹇
二
〇
〇
八
﹈
七
頁
を
参
照
。

（
50
） 

タ
バ
コ
広
告
指
令
事
件
判
決
以
前
の
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判

断
は
、
加
盟
国
の
規
制
の
違
い
に
よ
り
物
の
自
由
移
動
に
障
壁
が

生
じ
た
場
合
の
一
つ
の
解
決
策
と
し
て
、
障
壁
の
除
去
で
は
な
く
、

当
該
製
品
自
体
の
禁
止
も
す
る
な
ど
、
Ｅ
Ｕ
の
域
内
市
場
規
制
に

つ
き
一
般
的
権
限
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
た
（W

yatt 

﹇2009

﹈ p.100

）。

（
51
） 

も
っ
と
も
、
た
と
え
規
制
の
主
要
な
目
的
が
公
衆
の
健
康
の

保
護
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
域
内
市
場
に
寄
与
す
る
措
置
で
あ
れ

ば
調
和
立
法
を
認
め
る
点
、
ま
た
、
調
和
措
置
の
正
当
化
に
あ
た

り
、
競
争
歪
曲
が
認
知
可
能
か
と
い
う
要
件
を
オ
ー
プ
ン
に
し
た

ま
ま
に
し
て
、
立
法
者
に
そ
の
要
件
を
緩
和
さ
せ
う
る
余
地
を
残

し
た
点
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
の
権
限
を
拡
張
し
た
も
の
と
い
え
る

と
の
指
摘
が
あ
る
（Ibid. p.93

）。
ま
た
、
本
判
決
が
Ｅ
Ｕ
の
権

限
を
限
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
後
続
す
る
判
例
に
お
け

る
欧
州
司
法
裁
判
所
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
タ
バ
コ
広
告
指
令
事
件

判
決
の
権
限
限
定
効
果
を
大
き
く
覆
し
て
い
る
こ
と
が
批
判
さ
れ

て
い
る
（Ibid. p.115-135

）。

一
二
〇
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小
畑
理
香
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
：
Ｅ
Ｃ
文
化
政

策
と
フ
ラ
ン
ス
の
関
係　

一
九
八
〇
│
一
九
九
三
年
」『
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
第
六
号
、
二
〇
〇
九
年

岡
村
堯
著
『
新
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
：
リ
ス
ボ
ン
条
約
体
制
下
の
法
構
造
』

三
省
堂
、
二
〇
一
〇
年

大
藤
紀
子
「
権
限
付
与
の
原
則
と
Ｅ
Ｃ
立
法
根
拠
の
適
法
性
」、
中
村

民
雄
・
須
網
隆
夫
編
『
Ｅ
Ｕ
法
基
本
判
例
集
﹇
第
二
版
﹈』、
日
本
評

論
社
、
二
〇
一
〇
年

安
江
則
子
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
政
策
と
公
共
放
送
│

市
場
と
文
化
の
間
で
│
」『
立
命
館
国
際
地
域
研
究
』
第
三
三
号
、

二
〇
一
一
年

生
貝
直
人
「
Ｅ
Ｕ
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
指
令
の
英
国
に
お
け

る
共
同
規
制
を
通
じ
た
国
内
法
化
」『
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
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